
入  札  説  明  書 

 

 宮崎県木材利用技術センターが行う、フルカラー複合機の複写サービス（２台うち１台は FAX

機能付）に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による

ものとする。 

 入札に参加する者は、以下事項を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、当

該仕様書等について疑義がある場合は、以下に掲げる者に説明を求めることができる。 

 ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはでき

ない。 

 

１ 公告日 令和８年７月９日 

 

２ 競争入札に付する事項 

 (１) 件名及び数量 フルカラー複合機の複写サービス（２台 うち１台は FAX 機能付） 

 (２) 業 務 内 容  入札説明書及び仕様書のとおり 

 (３) 納 入 期 限   令和８年８月３１日 

 (４) 契 約 期 間  令和８年９月１日から令和１３年８月３１日まで（６０月） 

           長期継続契約とする。 

 (５)  納 入 場 所   宮崎県木材利用技術センター（都城市花繰町２１号２番） 

 

３ 契約に係る特約事項 

 (１) この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、長期継続契約を締結するこ

とができる契約を定める条例（平成１７年宮崎県条例第８１号）第２条第１項第１号の規

定による契約であり、県は上記１の（４）の契約期間において次に揚げる場合のいずれか

に該当するときは、本件契約を解除するものとする。 

      ア 本件契約の相手方が本件契約に違反した場合 

      イ 本件契約の相手方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３    

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、同条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは暴力団員と

密接な関係を有する者であると認められた場合 

   ウ 本件契約の相手方の役員等（本件契約の相手方の役員又は支社、支店若しくは営業所

の代表者をいう。）が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者で

あると認められる場合 

      エ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、本件契約に係る県の歳    

出予算が減額又は削除された場合 

(２) 県は、（１）の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠

償の責めを負わないものとする。 

 

４ 競争入札に参加する者に必要な資格 

     この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 



 (１) 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱（昭和４６

年１月２６日告示第９３号。）第４条に既定する競争入札参加資格名簿に登録された者で、

サービス（役務の提供）に関する業種の営業種目が「賃貸業務」で種目が「事務機器」で

あること。 

 (２) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

(３) 会社更生法（平成１４年法律第１５４条)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法 （平 

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て(以下これらを「申立て」という。） 

がなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に 

基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。 

(４) 公告日から入札日までの間に、宮崎県から指名停止の措置を受けていない者であるこ 

と。 

(５) 宮崎県内に本店又は支店（営業所を含む。）を有する者であること。 

 (６) 納入する物品の機能が仕様を満たし、当該物品を確実に設置、設定できると、認められ 

る者であること。 

(７) 本件の物品について、保守、点検、修理、部品の提供等のアフターサービスを納入先の 

求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。 

  

５ 入札説明書及び仕様書の交付 

 (１) 場所  宮崎県木材利用技術センター 企画管理課 

              （〒８８５－００３７ 都城市花繰町２１号２番） 

 (２) 期間  令和８年７月９日(木)から令和８年７月２９日(水)まで 

              （土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで） 

 (３)  入札説明会は、実施しない。 

 

６ 入札に関する質問及び回答 

(１) 質問 

      本件入札に関し、質問がある場合は、次により提出するものとする。 

        ア 提出期限  令和８年７月２２日(水) 午後５時[必着] 

        イ 提出方法  代表アドレス：mokuzai-center@pref.miyazaki.lg.jp 

    ウ 提出期限までに到着しなかった質問については受付・回答しない。 

（２） 回答 

   本件入札に関する質問にあっては、個別に回答するが、入札に参加しようとする全員に周

知する必要があると判断したものに関しては、メール又はホームページで通知する。 

 

７ 入札参加資格の確認 

(１) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書 （別記様式第１号）を提出しな   

ければならない。 

なお、当該書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 

(２) (１)の申請書の提出場所、提出期限、提出方法、入札参加資格確認の結果通知につい



ては以下のとおりとする。 

    ア 提出場所  宮崎県木材利用技術センター 企画管理課 

                 （〒８８５－００３７ 都城市花繰町２１号２番） 

   イ 提出期限  令和８年７月２２日(水) 午後５時[必着] 

   ウ  提出方法  持参又は郵送（簡易書留に限る。）により提出すること。 

    エ  入札参加資格確認結果の通知 令和８年７月２７日 （月）までに書面により通知する。 

 

８ 契約条項を示す場所及び期間 

(１) 場所  宮崎県木材利用技術センター 企画管理課 

               宮崎県都城市花繰町２１号２番 

               郵便番号：８８５－００３７ 

               電話番号：０９８６－４６－６０４１ 

(２)  期間  令和８年７月９日(木)から令和８年７月２９日(水)まで 

       （土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで） 

 

９ 入札 

  入札に参加する者は、入札書（別記様式第２号）を次のとおり提出しなければならない。 

 (１) 提出場所 〒８８５－００３７ 都城市花繰町２１号２番 

                  宮崎県木材利用技術センター 企画管理課 

 (２)  提出期限 令和８年７月２９日(水) 午後５時まで 

(３) 提出方法  持参又は郵送（簡易書留に限る。）により提出すること。 

 (４) 代理人が入札を行う場合は、委任状（別記様式第３号）を提出するほか、入札書に入札 

者の氏名又は名称若しくは商号（法人の場合は代表者の職氏名）、代理人であることの表 

示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。 

(５) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名（法人の場 

合はその名称又は商号）及び「７月３０日開封《フルカラー複合機の複写サービス契約２台》 

の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れ 

密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなけれ 

ばならない。 

 (６) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について 

押印をしておかなければならない。ただし、入札書の表記金額は訂正できない。 

(７) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することが 

できない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができ 

る。 

(８) 落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の１００分の１０に相当す 

る金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を 

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である 

か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当す 

る金額を入札書に記載すること。 

(９) 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日（入札書作成日）を記入すること。 



(10) 入札金額は、入札条件書の要件により、１か月あたりの金額を算出し、契約期間（６０ 

月）を乗じた金額を記載すること。  

  

10 開札 

 (１) 開札の日時 令和８年７月３０日(木) 午前１０時  

 (２) 開札の場所 宮崎県木材利用技術センター 会議室 （都城市花繰町２１号２番） 

 (３) 開札の立会い 

    開札は、入札者又はその代理人１名を立ち会わせて行うものとする。この場合におい

て、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を

立ち会わせて開札を行う。 

 

11 再度入札 

 (１) 開札をした場合において、落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。 

 (２) 再度の入札の回数は、１回を限度とする。 

 (３) 入札書様式上部の「入札書」と書かれた左横に手書き等で「再」と記入すること。また、

初度の入札と同様に内訳を記載すること。  

 (４) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出すること。 

 (５) 再度入札に立ち会わない者がいる場合は、辞退したものとみなす。 

 

12 入札保証金及び契約保証金 

 (１) 入札保証金 

    入札金額の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供するこ

と。ただし、次のア又はイのいずれかに該当すると認められる場合は、入札保証金の納付が

免除されることがある。 

  ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約（入札金額の１００分の５以

上）を締結し、その証書を提出する場合。 

  イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めら

れるとき。 

 (２) 契約保証金 

   予定数量に単価を乗じた金額の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保

を納付又は提供すること。ただし、次のア又はイのいずれかに該当すると認められる場合

は、契約保証金の納付が免除されることがある。 

  ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０

以上）を締結し、その証書を提出する場合。 

    イ 契約を締結しようとする日の属する年度前の２箇年度の間に国（独立行政法人及び国

立大学法人を含む。）、地方公共団体（地方独立行政法人並びに地方住宅供給公社、地方

道路公社及び土地開発公社を含む。）と種類及び規模をほぼ同じくする契約（長期継続契

約以外の複数年度にわたる契約にあっては、履行完了日が契約を締結しようとする日の

属する年度前の２箇年度の間にあるもの。）を２回以上にわたって締結し、かつ、これら

をすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出し、その者が契約を履行しないこと



となるおそれがないと認められる場合。 

 

13 入札の効力 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。なお、無効となる入札をした者又は初度の入

札に参加しなかった者は、再度の入札に参加することはできない。 

 (１) 入札参加資格のない者のした入札 

 (２) 同一人が同一事項についてした２通以上の入札 

 (３) ２人以上の者から委任を受けたものが行った入札 

 (４) 入札書の表記金額を訂正した入札 

 (５)  入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札 

 (６)  入札条件に違反した入札 

 (７)  連合その他不正の行為があった入札 

  

14 落札者の決定の方法 

 (１) 予定価格以内で最低価格の入札をした者を落札者とする。 

 (２) 落札となるべき同価の入札をした者が２名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを

引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会

わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職

員にくじを引かせるものとする。 

 

15 最低制限価格 

   最低制限価格の有無  無 

 

16 契約に関する事務を担当する部局等 

     宮崎県木材利用技術センター  企画管理課 

     都城市花繰町２１号２番 

     電話番号：０９８６－４６－６０４１ 

 

17 その他  

    入札者は、入札後、入札通知等について不明又は錯誤を理由として異議を申し立てること

はできない。 


